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この 4 月から働き方改革関連法が段階的に施行されています。時間外労働の上限規制や

年次有給休暇の時季指定義務、正規労働者・非正規労働者の待遇格差への問題の対応など、 
企業実務への影響は少なくありません。 
本セミナーでは、働き方改革をめぐる企業の課題を整理するために、働き方改革関連法

の解説から実務上の留意点までを、わかりやすく解説します。 

【１日目】 ６月５日（水）１４：００－１６：００ 
◎新たな労働時間法制への対応 
〇時間外労働の上限規制・労働時間管理への対応、 

36 協定締結のポイント 

〇年次有給休暇時季指定義務への対応  

〇高度プロフェッショナル制度 等 

【２日目】 ６月６日（木）１４：００－１６：００ 
◎正規労働者・非正規労働者の格差是正 
○パート・有期雇用労働法、改正派遣法、同一労働同一 

賃金ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（指針）のポイント 

○待遇格差で争われた判例解説 

○格差是正に向けた留意点 等 

【講師】弁護士   木下 潮音氏 
※天災等による交通機関運行の影響により、セミナー開催を中止又は延期することがあります。 

【会 場】 国分寺労政会館 ４階 第５会議室（裏面の会場案内図を参照してください。） 

      JR 中央線、西武国分寺線「国分寺駅」南口 徒歩５分 

【対 象】 使用者、企業の人事・労務管理担当者、テーマに関心のある方 

【定 員】 100 名 

【受講料】 無 料 

【申込方法】   東京都労働相談情報センター国分寺事務所へ 

電話   042-323-8511 
FAX   042-323-8512（裏面受講申込書でお申込みください。） 
ＨP  『 TOKYO はたらくネット 』 

⇒http://www.hataraku.metro.tokyo.jp 
 

      主 催 東京都労働相談情報センター国分寺事務所 

共 催 国分寺市・国立市・東久留米市 

    後 援 武蔵野市・三鷹市 

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/


働き方改革関連法の解説と実務上の留意点 

～労働時間法制への対応、正規・非正規間の労働条件整備に向けて～ 

FAX 受講申込書＆受講番号のお知らせ 
東京都労働相談情報センター国分寺事務所  FAX：042-323-8512 

ＦＡＸでお申し込みの際は、下記にご記入の上、上記番号に送信してください。折り返し受講番号をご連絡

いたします。受講番号は当日の受付において必要となります。 

お申込み後１週間を経過しても連絡がない場合は、お手数ですが、申込先までお問い合わせください。 

（太枠内のみご記入ください。） 

 

受 講 希 望 者 氏 名 

参加希望日に○ 

受 講 番 号 
６／5（水） ６／6（木） 

フリガナ            

   

フリガナ            

   

FAX番号  電話番号  

※ご記入いただいた情報は、本セミナー受講に関してのみ利用し、目的外には使用いたしません。 

セミナー終了後は、速やかに適切な方法で破棄させていただきます。 

【会場案内図】 

 

東京都国分寺労政会館 ４階 第５会議室 

（東京都国分寺市南町３－２２－１０） 
 

〔最寄駅〕 

JR中央線・西武国分寺線・西武多摩湖線 

国分寺駅南口下車 徒歩５分 

※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。 

東京都では、就職の機会均等を確保するために、本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を実施

するよう事業主の皆様のご理解とご協力をお願いしています。 

詳細は、http://www.hataraku.metro.tokyo.jp をご覧ください。 

介護をしながら働くことについて、なんでもご相談ください！専門の相談員が対応します！ 

「とうきょう介護と仕事の両立応援デスク」（略称：応援！はたらくかいご）のご案内 

☎ 電話 に よ る ご相 談 

✉メールによるご相談 
０５７０－００－８９１5 
hataraku-kaigo＠orange.ocn.ne.jp 

おうえん   はたらくかいご 
相談無料 

秘密厳守 相談時間 月～金 11 時～20 時 

 土   9 時～17 時 
※日曜日、休日及び年末年始は休業 


